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自己株式の消却完了に関するお知らせ 

 

当社は、2024年12月20日開催の取締役会において決議いたしましたとおり、会社法第178条の規定

に基づく自己株式の消却を2025年１月20日付で完了いたしましたので、下記の通りおしらせいたします。 

 

 

記 

 

１．消却した株式の種類     当社普通株式 

 

２．消却した株式の数      400,000 株 

                   （消却前の発行済株式総数に対する割合 0.81%） 

 

３．消 却 実 施 日      2025 年１月 20 日 

 

（ご参考） 

 消却後の発行済株式総数   48,811,498 株 

 

以 上 

会 社 名    京阪神ビルディング株式会社 

代表者名 代表取締役社長 若林 常夫 

 （コード番号 8818 東証プライム） 

問合せ先 常務執行役員管理統括 多田 順一 

 （TEL06－6202－7331） 

 

 


